
 
 
    

                             

 
 
 

県庁内に開設する事業所内保育施設について 
共同運営するパートナー企業を決定しました 

 
 

   

 

 

 

今年度スタートした子ども・子育て支援新制度において，事業所内保育施設

は，定員の一部を地域に開放し，地域住民等の 0 歳から 2 歳児を受け入れるこ

とにより，認可施設として位置付けられます。 

本県では，これを機に 

・ ０歳から２歳児の保育の受け皿として新たな役割を担う事業所内保育施設

の設置促進 

・ 単独設置が困難な小規模事業所であっても安定的な運営が見込める複数企

業での共同設置の推進 

という観点から，そのモデルとして，県自らが，共同設置の事業所内保育施設

を開設することとし，パートナー企業を県庁本館に支店がある広島銀行と決定

しました。 

今回の取組をリーディングケースとして，今後１つのビルに同居される複数 

の企業が共同して，認可施設としての事業所内保育施設を開設する取組が，広 

く県内で広がることを期待しております。 
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パートナー企業：㈱広島銀行 

【参考】県庁事業所内保育施設の設置概要（案） 

○ 認可事業所内保育施設（広島市より認可を受けて開設） 

○ 県庁東館１階（旧旅券センター）に開設予定 

○ 定員は１８名程度 

○ 受入対象は，広島銀行，地域及び県庁の職員の乳幼児（０～２歳児） 

○ 開所時期等は，認可を受ける広島市及び広島銀行と協議の上決定する。 


